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木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約

の締結について 

環 境 部 ８ 

 



議案第３７号 

   木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和８年２月２７日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

   木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 木更津市国民健康保険税条例（昭和５０年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条第１項中「１００分の８．１」を「１００分の８．２１」に改める。 

 第６条中「２０，０００円」を「１８，０００円」に改める。 

 第７条第１号中「２４，０００円」を「２２，０００円」に改め、同条第２号中「１２，００

０円」を「１１，０００円」に改め、同条第３号中「１８，０００円」を「１６，５００円」に

改める。 

 第８条中「１００分の２．１３」を「１００分の２．２８」に改める。 

 第９条中「１２，０００円」を「１３，０００円」に改める。 

 第１０条中「１００分の１．４４」を「１００分の１．６１」に改める。 

 第１１条中「１４，０００円」を「１６，０００円」に改める。 

 第２３条第１項第１号ア中「１４，０００円」を「１２，６００円」に改め、同号イ（ア）中

「１６，８００円」を「１５，４００円」に改め、同号イ（イ）中「８，４００円」を「７，７

００円」に改め、同号イ（ウ）中「１２，６００円」を「１１，５５０円」に改め、同号ウ中「 

８，４００円」を「９，１００円」に改め、同号エ中「９，８００円」を「１１，２００円」に

改め、同項第２号ア中「１０，０００円」を「９，０００円」に改め、同号イ（ア）中「１２，

０００円」を「１１，０００円」に改め、同号イ（イ）中「６，０００円」を「５，５００円」

に改め、同号イ（ウ）中「９，０００円」を「８，２５０円」に改め、同号ウ中「６，０００円」

を「６，５００円」に改め、同号エ中「７，０００円」を「８，０００円」に改め、同項第３号

ア中「４，０００円」を「３，６００円」に改め、同号イ（ア）中「４，８００円」を「４，４

００円」に改め、同号イ（イ）中「２，４００円」を「２，２００円」に改め、同号イ（ウ）中

「３，６００円」を「３，３００円」に改め、同号ウ中「２，４００円」を「２，６００円」に
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改め、同号エ中「２，８００円」を「３，２００円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，００

０円」を「２，７００円」に改め、同号イ中「５，０００円」を「４，５００円」に改め、同号

ウ中「８，０００円」を「７，２００円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「９，０００

円」に改め、同項第２号ア中「１，８００円」を「１，９５０円」に改め、同号イ中「３，００

０円」を「３，２５０円」に改め、同号ウ中「４，８００円」を「５，２００円」に改め、同号

エ中「６，０００円」を「６，５００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険税の所得割額の税率の変更並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税額の

変更に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３８号 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和８年２月２７日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例 

木更津市介護保険条例（平成１２年木更津市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

附則第１２条第１項中「いう。」の次に「次条及び附則第１４条において同じ。」を加え、「

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得」を「給与所得（所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第１

４条において同じ。）」に改め、同条の次に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１３条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市

町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日にお

いて当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により当該

市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び

次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（

同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額

が５５１，０００円以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険 

料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、

第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項 

第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に 

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同じ。）」とあるの 

は、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規
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定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得

が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算し

た金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額

を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同

じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給

与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第

９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２

項の規定によって計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場

合には、０とする。以下この項において同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給

与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である者に限る。）の 

令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定 

の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）
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第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第

２項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得

税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の

一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５

の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の

金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から

令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を

下回る場合には、０とする。以下この項において同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１４条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第

１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者がある

ときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されているもの

とみなす。 

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦課期日

において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度

分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住

所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録され

ている者とみなされた者を含む。） 

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれか

5



に該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満であり、

かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金

額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満であ

り、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場

合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満

であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、

同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律

（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第

５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５

の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれか

に該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満であり、

かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で

定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から

５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満であ

り、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条

例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満

であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村

の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第

５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

た額を控除して得た額以下である場合 
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２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項の規定の適用

については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第

３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第４２０号）及び介護保険法施行令の

一部を改正する政令の一部を改正する政令（令和８年政令第６号）の施行に伴い、関係条文の整

備をしようとするものである。 
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議案第３９号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係

る契約の変更契約の締結について 

市は、次のとおり特定事業に係る契約の変更契約を締結する。 

令和８年２月２７日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 事 業 名  第２期君津地域広域廃棄物処理事業 

２ 事 業 場 所  富津市新富２１番３ 

３ 事 業 内 容  第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る施設の設計・建設及び運営業務 

４ 契 約 金 額  変更前 ８２，６４５，７３９，０００円（消費税及び地方消費税の額を

含む。） 

          変更後 ９０，１４７，６８９，９００円（消費税及び地方消費税の額を

含む。） 

５ 契約の相手方  富津市新富２１番３ 

          株式会社上総安房クリーンシステム 

          代表取締役 高畠 豪 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和２年９月２４日に可決され、変更契約をした第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る契

約の変更契約を締結するにあたり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を得よう

とするものである。 
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